
広島市消費生活センターだより
第76号（R５年度 第3号）

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
　☎０８２‒２２３‒６１１１（月～金曜日　９時～１７時（１２月２９日～１月３日と祝日は休館））

〒７３０‒００１１　広島市中区基町６番２７号　アクア広島センター街８階
開館時間：１０時～１９時　休館日：毎週火曜日、１２月２９日～１月３日
☎０８２‒２２５‒３３００
広島市消費生活センター 相談無料

秘密厳守
です

困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

低価格を強調した
広告に注意！

● ２回目の商品を配送業者に申し出て一方的に受取拒否しても、解約にはなりま
せん。販売業者に解約の意思表示をして、手続きをする必要があります。

● 電話しても業者に繋がらない場合、曜日や時間帯を変えて電話をかけ、記録を
残しておきましょう。また、申込みの最終確認画面等から、メールやチャット等の
解約申出方法がないか確認しましょう。

● 低価格などの表示に惑わされると、契約の重要な内容を読み落とすことがあり
ます。通信販売では、分量、価格、支払時期や支払方法などの契約の全内容が最
終確認画面に表示されます。定期購入などについて書かれている小さな文字も
注意して読み、画面をスクリーンショットで保存しましょう。

アドバイス

1か月前にネットで「お試し980円」との広告を見て、化粧品を購入した。商品到着
後に広告を読み返すと、980円で購入できるのは定期購入の場合で、２回目以降は
9,800円だと記載されていた。次回発送の10日前までに解約を申し込めば解約で
きると書いてあり、販売会社に電話をしているが繋がらない。このまま次回分が届
いたら受取拒否してよいか。

事　例


